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石井町人事行政の運営等の状況（令和６年度） 

 

１．職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）職員採用の状況（Ｒ６．４．１）  　　　　　　　 （単位：人） 

 一般行政事務 ３ 保育士 １

幼稚園教諭 １ 計 ５

 

（２）職員の退職状況（Ｒ５．４．１～Ｒ６．３．３１） （単位：人） 

 一般行政事務 １ 土木技師 １

保育士 １ 幼稚園教諭 ２

技能労務職 １ 計 ６

 

（３）部門別職員数の状況（Ｒ６．４．１）                  　　　　  （単位：人） 

  職　員　数 対前年  

 区　　分 令和５年 令和６年 増減数 主な増減理由

  議　会 　　２ 　　２

  総　務 　４２ 　４６ ４ ・会計管理者の兼務解除に伴う増員 

  ・戸籍広域交付に伴う窓口職員の増員

 一般行政 税　務 　１０ 　１０

 部　門 農林水産 　　８ 　　７ △１ ・定期異動に伴う事務職員の減員

 商　工 　　２ 　　２

 土　木 　１０ 　１２ ２ ・育休職員の代替職員配置による増員 

 ・定期異動に伴う事務職員の増員

 民　生 　６０ 　５８ △２ ・幼稚園職員の出向解除に伴う減員

 衛　生 　２３ 　２２ △１ ・清掃技術員の退職不補充に伴う減員

 小　計 １５７ １５９ ２

 教育部門 教育部門 　５４ 　５５ １ ・幼稚園職員の出向解除に伴う増員

 小　計 　５４ 　５５ １

 公営企業 水　道 　　７ 　　８ １ ・土木技師の増員

等 部 門 その他 　１２ 　１０ △２ ・定期異動に伴う事務職員の減員

小　計 　１９ 　１８ △１

合　計 ２３０ ２３２ ２

 

 



- 2 -

（４）等級及び職制上の段階ごとの職員数の状況（Ｒ６．４．１）※地方公務員法第５８条の３の規定に基づく公表 

 等級 等級別基準職務表に規定する職 合　計 内　訳 職制上の段階  
務 (人) (％) 職　名 (人) (人) (％)  

１級 主事及び技師の職務            主事 14     
主事補及び技手の職務      技師 4     
保育士の職務     主事補 4     
教諭の職務 29 14.1 技手 0     

保育士 3     
教諭 4   係  
       計 29 84 41.0 員  

２級 主任の職務   事務主任 29  級  
高度の知識又は経験を必要とす   技術主任　 0  
る主事及び技師の職務   主事 7  
相当の経験を必要とする保育士 55 26.8 技師 3  
の職務 保育士 13  
相当の経験を必要とする教諭の 教諭 3  
職務        計 55  

３級 係長の職務   係長 23     
困難な業務を処理する主任の職   事務主任 2   係  
務 43 21.0 技術主任 1 43 21.0 長  
副主任保育士の職務 副主任保育士 10  級  
副主任教諭の職務 副主任教諭 7  

       計 43  
４級 課長補佐及び主査の職務   課長補佐 0     

高度の知識と経験を必要とする   主査 10     
係長の職務   係長 13     
主任保育士の職務 25 12.2 主任保育士 0     
相当の経験を必要とする副主任 副主任保育士 1     
保育士の職務 主任教諭 0     
主任教諭の職務、相当の経験を 副主任教諭 1   課  
必要とする副主任教諭の職務        計 25   長  

５級 主幹の職務   主幹 1 48 23.4 補  
困難な業務を分掌する課長補佐   課長補佐 12   佐  
及び主査の職務   主査 5   級  
保育所長の職務   保育所長 0  
相当の経験を必要とする主任保 23 11.2 主任保育士 0  
育士の職務 園長 0  
園長の職務、指導主事の職務 指導主事 0  
相当の経験を必要とする主任教 主任教諭 5  
諭の職務        計 23  

６級 課長の職務、室長の職務   課長 16     
特に困難な業務を処理する主幹   室長 1     
の職務 26 12.7 主幹 1     
相当の経験を必要とする保育所 保育所長 1   課  
長の職務、相当の経験を必要と 園長 7   長  
する園長の職務        計 26 30 14.6 級  

７級 参事の職務   参事 3     
教育次長の職務 4 2.0 教育次長 0    
会計管理者の職務 会計管理者 1  
特に困難な業務を所掌する課長 課長 0  
の職務        計 4  
　合　計 205 100.0 （技能労務職員及び企業職員を除く）
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　２．職員の勤務評定の状況 
（１）勤務成績の評定の状況（石井町職員の給与に関する条例第５条に基づく評定） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） 

 評　定　結　果  
評　定　時　期 成績不良に係る主な事由 

成績良好 成績不良

令和７年１月    ２２４   ７  育休・休職者

計    ２２４   ７

 

３．職員の給与の状況 

（１）１人あたりの支給額（令和６年４月１日現在） 

　　　　　　　　　　　　　　　　   （単位：円）　         （単位：歳）

区　　　分 平 均 給 料 月 額 平 均 年 齢

一般行政職 ３０９，２３３ ４０．０

技能労務職 ３４５，２６３ ５３．０

 

（２）初任給基準（令和６年４月１日現在） 

　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　 （単位：円） 

 区　　　分 大　学　卒 高　校　卒

 一般行政職 １９６，２００ １６６，６００

技能労務職 １６２，１００

 

（３）手当制度の状況（令和６年４月１日現在） 

 手　当　名 支　　給　　額　　等

  　扶養親族を有する職員に対して支給 

 扶養手当 　　配偶者　月　６，５００円 

 　　　子　　月１０，０００円　 

 　　その他　月　６，５００円 

  （特定期間にある子は、５，０００円加算）

  　自動車等を使用して通勤する場合 

 通勤手当 　　通勤距離に応じ、月１，０００円～２４，４００円 

 　交通機関等を使用して通勤する場合 

 　　当該交通機関等に係る運賃等の額（定期券代）

 住居手当 　借家等に家賃を支払って居住している職員に支給 

 　借家等居住（家賃月額の２分の１）上限２７，０００円
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 手　当　名 支　　給　　額　　等

  　課長職以上の管理職に対して支給 

 管理職手当 　　職の区分に応じて定額（32,000円～62,000円）

 

  　著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務で、給与上特

 特殊勤務手当 別の考慮を必要とする職員に支給 

 　　防疫等作業手当　　　　　１回　　　　７００円 

 　　野犬へい死処置手当　　　１件　　　　７００円

  　正規の勤務時間を超えて勤務した職員に支給 

  　　勤務日における時間外勤務１時間につき 

  　　　当該職員の時間単価×１．２５倍 

 時間外勤務手当 　　（２２時から翌朝５時までの深夜勤務は１．５倍） 

   　上記以外の勤務における時間外勤務１時間につき 

 　　　当該職員の時間単価×１．３５倍 

 　　（２２時から翌朝５時までの深夜勤務は１．６倍）　

  　祝日及び年末年始の休日において勤務した職員に支給 

 休日勤務手当 　　勤務時間１時間につき 

 　　　当該職員の時間単価×１．３５倍 

   　（２２時から翌朝５時までの深夜勤務は１．６倍）

  　深夜（２２時から翌朝５時の間）に正規の勤務時間が割

 夜間勤務手当 り振られた職員に支給 

   　勤務時間１時間につき 

 　　　当該職員の時間単価×０．２５倍

  　臨時又は緊急の公務のため、週休日、祝日又は年末年始

  の休日に勤務した管理職員 

  　　管理職手当の支給区分に応じて 

 管理職員特別勤務手当 　　４，０００円から１０，０００円 

 　災害への対応その他の臨時または緊急の公務のため、平

 日午前０時から午前５時までの間勤務した管理職員 

 　　管理職手当の支給区分に応じて 

 　　２，０００円から５，０００円

  　宿日直をした職員に支給 

 宿日直手当     　　　　            １回    ４，４００円
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 手　当　名 支　　給　　額　　等

  　基準日（６月１日、１２月１日）に在職する職員に支給 

期末手当（Ｒ６実績） 　　　６月期　期末手当基礎額　×　１．２２５月分 

　　１２月期  期末手当基礎額　×　１．２７５月分

 　基準日（６月１日、１２月１日）に在職する職員に支給 

勤勉手当（Ｒ６実績） 　　　６月期　勤勉手当基礎額　×　１．０２５月分 

　　１２月期  勤勉手当基礎額　×　１．０７５月分

 

 

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）勤務時間

区　　　　分 勤　　務　　時　　間　　等

勤務を要する曜日 毎週月曜日から金曜日までの週５日間 

（国民の祝日及び１２月２９日から１月３日を除く）

１日当たりの勤務時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（休憩時間を除く、実質７時間４５分勤務）

１週当たりの勤務時間 ３８．７５時間（７．７５時間×５日間）

年間総勤務時間 ２，０１５時間（３８．７５時間×５２週）

 

（２）休暇制度                　　　　 ※使用実績は、R6.1.1～12.31の期間 

   休暇の種類 休　暇　日　数　等 使用実績

  年次有給休暇 　全職員に対し、１年につき２０日間付与 平均使用日数 

  （前年に未使用日数がある場合は、最大２０日 １３．１３日 

  を翌年へ繰越）

 有 夏季休暇 　全職員に対し、７月から９月までの間におい 平均使用日数 

  て、５日間付与 ４．６３日

 給  　骨髄液の提供者として配偶者、父母、子及び 取得件数 

  ドナー休暇 兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合（必 ０件 

 休 要と認める期間）

  ボランティア 　相当規模の災害時の被災地支援・身体障害者 取得件数 

 暇 休暇 療養施設等における支援活動（最大５日） ０件

  結婚休暇 　婚姻する職員に対し、最大５日間 取得件数 

  ７件
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    不妊治療休暇 　不妊治療を受ける職員に対し、５日（最大１ 取得件数 

  ０日）付与 ３件

    産前休暇 　妊娠した職員に対し、出産予定日まで最大８ 取得件数 

  週間付与 ６件

  産後休暇 　出産した職員に対し、出産日の翌日から８週 取得件数 

  間付与 ６件

  育児時間 　生後１年に達しない子を育てる女子職員に対 取得件数 

  し、１日に２回（それぞれ３０分）付与 ０件

   配偶者出産休 　妻の出産に伴う入院の付き添い等に対し、最 取得件数 

 有 暇 大２日付与 ３件

  男性の育児参 　妻の出産に伴う、小学校就学前の子の養育に 取得件数 

  加休暇 対し、最大５日付与 １件

  子の看護休暇 　中学校就学の始期に達するまでの子の看護に 取得件数 

   対し、最大５日付与 ６２件

 給 短時間介護休 　日常生活を営むのに支障がある配偶者等の要 取得件数 

  暇 介護者の世話に対し、最大５日付与 ３件

  服喪休暇 　親族が死亡した職員に対し、続柄及び死亡時 取得件数 

  の生計関係に応じ、１日から１０日 ２３件

  法要休暇 　父母、配偶者又は子の追悼のための行事に際 取件数 

 休 し、最大２日付与 ０件

  生理休暇 　生理に伴う身体の異常により、勤務が困難な 取得件数 

  職員に対し、最大３日間付与 ５件

   　心身のリフレッシュを図る職員に対し、採用 取得件数 

  リフレッシュ された日から起算して１０年、２０年、３０年 ２４件 

 暇 休暇 又は４０年に達する年に連続５日間、１５年、

  ２５年又は３５年に達する年に連続３日間付与

  　選挙権その他公民としての権利を行使する場 取得件数 

  合（必要と認める期間） ０件

  　証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所 取得件数 

  等の官公署へ出頭する場合（必要と認める期間） ０件

  　災害により、現住居が滅失又は損壊し、復旧 取得件数 

  作業が必要な職員に対し、最大１週間付与 ０件

   　災害又は交通機関の事故等により出勤するこ 取得件数 

  出勤困難休暇 とが著しく困難な職員に対し、必要と認める期 ０件 

  間付与（新型コロナウイルス感染症関連）
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 有 　災害により、退勤途上において身体の危険を 取得件数 

  回避することが必要な職員に対し、必要と認め ０件 

  る期間付与

 給 　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療 取得件数 

   に関する法律による交通規制若しくは遮断又は ０件 

  健康診断の場合　必要と認める期間付与

 休 　所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づ 取得件数 

  く事務又は事業の全部又は一部の停止　必要と ０件 

  認める期間付与　

 暇 　通信教育における面接授業を受ける職員に対 取得件数 

 し、最大２０日間付与 ０件

 

   休暇の種類 休　暇　日　数　等 使用実績

 無  　負傷、疾病又は老齢により、２週間以上にわ 取得件数 

 給 介護休暇 たり親族を介護しなければならない職員に対 ０件 

 休 し、６月を限度として必要な休暇を付与

 暇 組合休暇 　職員組合活動に従事する場合に最大３０日間 取得件数 

付与 ０件

 

５．職員の休業に関する状況 

　（令和６年度） 

   休業の種類 休　業　期　間　等 使用実績

      　３歳に達するまでの子を養育する職員に対 取得件数 

育児休業 し、請求のあった期間について勤務しないこと １０件 

を承認

  　小学校就学の始期に達するまでの子を養育す 取得件数 

育児部分休業 る職員に対し、１日の勤務時間の一部（２時間 １件

を超えない範囲内）について勤務しないことを

承認
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６．職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１）処分者数（令和６年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：人）

    処　分　内　容 処　分　者　数 処　　分　　事　　由

     免　職 ０

    分限 降　任 ０

    処分 休　職 ４ 心身の故障による

    降　給 ０

    失　職 ０

     免　職 ０

    懲戒 停　職 ０

    処分 減　給 ０

   戒　告 ０  　

　　 訓告等 ０

 

７．職員の服務の状況 

（職員服務の根本基準） 

　全ての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に

当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 

　（令和６年度）                                                　　 （単位：人） 

 区　　　　　分 内　　　　　　容 違　反　者

  　職員は、法令等に従い、且つ、上司の職  

 命令に従う義務 務命令に従わなければならない。 ０ 

 

  　職員は、その職の信用を傷つけ、又は職  

 信用失墜行為の禁止 員の職全体の不名誉となるような行為をし ０ 

 てはならない。

  　職員は、職務上知り得た秘密を漏らして  

 秘密を守る義務 はならない。その職を退いた後も同様とす ０ 

 る。

  　職員は、勤務時間中、注意力のすべてを  

 職務に専念する義務 職責遂行のために用い、職務にのみ従事し ０ 

なければならない。
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（単位：人） 

 区　　　　　分 内　　　　　　容 違　反　者

 政治行為の制限 　職員は、政治活動等をしてはならない。 ０

 

争議行為等の禁止 　職員は、ストライキ等をしてはならない。 ０

 　職員は、営利を目的とする私企業を営み、  

営利企業等の従事制限 又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務 ０

にも従事してはならない。

 

８．職員の退職管理の状況 

　営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前５年間の職務に属する契約等事務に関

し、離職後２年間、職務上の行為をするように、又はしないように現職職員に働きかけ

ることなどを禁止しています。 

 

９．職員の研修の状況 

（１）職員研修の実施状況（令和６年度）　                    　　　　（単位：人） 

研　修　区　分 受講者数 研　　修　　内　　容　　等

研修所研修   　４９ 徳島県自治研修センターでの階層別研修

自主研修     ２１ 契約事務研修、法制執務研修等

各種専門研修     　７ 財務研修、税務研修等

職場内研修 　２６７ 新採研修、ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ研修、ﾊﾗｽﾒﾝﾄ研修、人権研修等

その他研修       ０

   合　　　計 　３４４

 

１０．職員の福利及び利益の保護の状況 

（１）福利厚生制度に関する状況（令和６年度）           　　　　　　　（単位：人） 

 区　　　　分 受診者数 内　　　容　　　等

 総合健診 　２４３ 人間ドックによる職員の健康診断

 定期健診 　１０９ 上記以外の職員の健康診断

 結核検診 　１０８ 胸部エックス線

 胃検診 　　　９ 胃エックス線

 VDT検診 　　　７ VDU作業に従事する職員の健康診断

 合　　　計 　４７６
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                                                                   （単位：円） 

互助会名称 会員数 公費負担額 一人当たり負担額 公費補助率

徳島県市町村職員互助会 ２０４人       2,329,000        11,416 ５０．０％

石井町職員互助会 ２３８人         500,000         2,100 ３６．９％

 

（２）公務災害補償制度（令和６年度）

加　入　団　体 災害件数 災　害　の　概　要

地方公務員災害補償基金 ２ ・倉庫整理中の転倒による負傷 

徳島県支部 ・雪の日の通勤中の転倒による負傷

 

１１．公平委員会に係る業務の状況 

（１）勤務条件に関する措置の要求の状況 

令和６年度要求件数 ０

措　　　　置　　　　要　　　　求　　　　の　　　　概　　　　要

 

（２）不利益処分に関する不服申立の状況 

 令和６年度申立件数 ０

 不　　　　服　　　　申　　　　立　　　　の　　　　概　　　　要

 

（３）その他 

令和６年度処理件数 ０

処　　　　理　　　　の　　　　概　　　　要

 


